
毎
週　

月
･
水
･
金
曜
日
発
行

　
　

告　
　

示

○
漁
船
保
険
義
務
加
入
の
同
意
の
承
認　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
漁　

政　

課
）　

一

○　
　

〃　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（　
　

〃　
　

）　

一

○
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
所
の
指
定　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
高
齢
保
健
福
祉
課
）　

一

○
保
安
林
の
指
定
の
解
除
の
予
定　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
森
林
保
全
課
）　

二

　
　

公　
　

告

○
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
建　

築　

課
）　

二

○　
　

〃　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（　
　

〃　
　

）　

二

○
土
地
改
良
区
の
定
款
変
更　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
農
村
計
画
課
）　

二

　
　

登　

載　

依　

頼

○
直
接
請
求
に
係
る
連
署
基
準
数　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
選
挙
管
理
委
員
会
）　

二

○　
　

〃　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（　
　
　

〃　
　
　

）　

三

○
当
選
の
効
力
に
関
す
る
審
査
申
立
て
に
対
す
る
裁
決　
　
　
　
　
　
　
　

（　
　
　

〃　
　
　

）　

三

○
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
委
員
の
直
接
請
求
に
係
る
連
署
基
準
数　
　
　
　

（　
　
　

〃　
　
　

）　

五

○
水
俣
芦
北
地
区
や
さ
し
い
ま
ち
づ
く
り
推
進
協
議
会
の
会
議
の
開
催

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
水
俣
芦
北
地
区
や
さ
し
い
ま
ち
づ
く
り
推
進
協
議
会
）　

五

　
　

正　
　

誤

○
平
成
十
三
年
十
二
月
二
十
日
熊
本
県
条
例
第
五
十
四
号
（
政
治
倫
理
の
確
立
の
た
め
の
熊
本
県
知

　

事
の
資
産
等
の
公
開
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
）
中　
　
　
　

（
私
学
文
書
課
）　

五

○
平
成
十
三
年
十
二
月
二
十
日
熊
本
県
規
則
第
四
十
九
号
（
政
治
倫
理
の
確
立
の
た
め
の
熊
本
県
知

　

事
の
資
産
等
の
公
開
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
）
中
（　
　

〃　
　

）　

五

熊
本
県
告
示
第
四
号

　

漁
船
損
害
等
補
償
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
百
十
二
条
の

二
第
二
項
及
び
漁
船
損
害
等
補
償
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
七
年
農
林
省
令
第
十
八
号
。
以
下
「
省
令
」

と
い
う
。
）
第
二
十
六
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
審
査
し
た
と
こ
ろ
、
次
の
加
入
区
に
つ
い
て
法
第

百
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
同
意
が
あ
っ
た
も
の
と
認
め
る
。

　

な
お
、
平
成
十
年
一
月
九
日
熊
本
県
告
示
第
五
号
で
公
示
し
た
次
の
加
入
区
の
指
定
漁
船
を
普
通
損
害

保
険
に
付
す
べ
き
義
務
は
、
法
第
百
十
三
条
の
二
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
平
成
十
四
年
一
月
八
日

限
り
消
滅
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
及
び
省
令
第
二
十
六
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

　
　

平
成
十
四
年
一
月
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

　

牛
深
町
加
入
区

熊
本
県
告
示
第
五
号

　

漁
船
損
害
等
補
償
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
百
十
二
条
の

二
第
二
項
及
び
漁
船
損
害
等
補
償
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
七
年
農
林
省
令
第
十
八
号
。
以
下
「
省
令
」

と
い
う
。
）
第
二
十
六
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
審
査
し
た
と
こ
ろ
、
次
の
加
入
区
に
つ
い
て
法
第

百
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
同
意
が
あ
っ
た
も
の
と
認
め
る
。

　

な
お
、
平
成
十
年
一
月
九
日
熊
本
県
告
示
第
六
号
で
公
示
し
た
次
の
加
入
区
の
指
定
漁
船
を
普
通
損
害

保
険
に
付
す
べ
き
義
務
は
、
法
第
百
十
三
条
の
二
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
平
成
十
四
年
一
月
八
日

限
り
消
滅
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
及
び
省
令
第
二
十
六
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

　
　

平
成
十
四
年
一
月
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

　

小
島
加
入
区

熊
本
県
告
示
第
六
号

　

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
居
宅
介
護

支
援
事
業
所
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

　
　

平
成
十
四
年
一
月
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子
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目　
　

次 

告　
　
　
　

示



熊
本
県
告
示
第
七
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
森
林
を
解
除

予
定
保
安
林
に
す
る
旨
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示

す
る
。

　
　

平
成
十
四
年
一
月
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

一　

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所　

熊
本
県
鹿
本
郡
鹿
北
町
大
字
椎
持
字
柳
瀬
八
八
〇
の
六
、
八
八

　

〇
の
七
、
八
八
六
の
一
七

二　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的　

水
源
の
か
ん
養

三　

解
除
の
理
由　

道
路
用
地
と
す
る
た
め

熊
本
県
公
告
第
二
号

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
に
基
づ
く
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、

同
法
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　

平
成
十
四
年
一
月
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

一　

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称
及
び
面
積

　
　

菊
池
郡
大
津
町
大
字
大
津
字
上
寉
一
五
二
六
番
一

　
　

四
千
九
百
八
十
九
・
四
二
平
方
メ
ー
ト
ル

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

　
　

東
京
都
港
区
南
青
山
二
丁
目
一
番
一
号

　
　

ホ
ン
ダ
開
発
株
式
会
社

熊
本
県
公
告
第
三
号

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
に
基
づ
く
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、

同
法
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　

平
成
十
四
年
一
月
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

一　

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称
及
び
面
積

　
　

荒
尾
市
樺
字
海
行
原
一
八
二
四
番
二
、
同
一
八
二
六
番
三
及
び
同
一
八
二
七
番
二

　
　

三
百
二
十
五
・
一
四
平
方
メ
ー
ト
ル

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

　
　

宮
崎
県
都
城
市
北
原
町
三
〇
街
区
一
六
号
県
営
北
原
団
地
五
六｜

五｜

一
五

　
　

池
松　

義
員

熊
本
県
公
告
第
四
号

　

球
磨
郡
多
良
木
町
百
太
郎
溝
土
地
改
良
区
理
事
長
炭
屋
光
人
か
ら
平
成
十
三
年
十
一
月
二
日
付
け
で
申

請
の
定
款
変
更
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
三
年
十
二
月
二
十
五
日
付
け
で
認
可
し
た
。

　
　

平
成
十
四
年
一
月
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

熊
本
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
八
十
六
号

　

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
七
十
四
条
第
四
項
及
び
同
法
第
七
十
五
条
第
五

項
の
規
定
に
基
づ
く
そ
の
総
数
の
五
十
分
の
一
の
数
並
び
に
同
法
第
七
十
六
条
第
四
項
、
同
法
第
八
十
一

条
第
二
項
、
同
法
第
八
十
六
条
第
四
項
及
び
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三

十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
そ
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数
は
、
次
の

と
お
り
で
あ
る
。

　
　

平
成
十
四
年
一
月
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
選
挙
管
理
委
員
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

委
員
長　

宮　

本　

卓　

治

　

そ
の
総
数
の
五
十
分
の
一
の
数　
　

二
九
、
五
八
四

　

そ
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数　
　

四
九
三
、
〇
六
五
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事
業
所
の
名
称
及
び
事
業
所
の
所
在
地

熊
本
ケ
ア
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
そ
よ
風
居
宅

介
護
支
援
事
業
所　

熊
本
市
帯
山
三
丁
目
三
十
八
番
十
五
号

事　

業　

者　

名

株
式
会
社　

メ
デ
カ

ジ
ャ
パ
ン

指　

定　

年　

月　

日

平
成
十
三
年
十
二
月
二
十
五
日

公　
　
　
　

告

登　

載　

依　

頼



熊
本
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
八
十
七
号

　

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
八
十
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
く
そ
の
総
数
の

三
分
の
一
の
数
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　

平
成
十
四
年
一
月
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
選
挙
管
理
委
員
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

委
員
長　

宮　

本　

卓　

治

　

選
挙
区
名

　

熊
本
市
選
挙
区　
　

一
七
一
、
一
五
三

　

八
代
市
選
挙
区　
　
　

二
八
、
一
六
二

　

人
吉
市
選
挙
区　
　
　

一
〇
、
〇
三
八

　

荒
尾
市
選
挙
区　
　
　

一
五
、
四
八
六

　

水
俣
市
選
挙
区　
　
　
　

八
、
二
二
八

　

玉
名
市
選
挙
区　
　
　

一
二
、
〇
二
二

　

本
渡
市
選
挙
区　
　
　

一
〇
、
五
七
五

　

山
鹿
市
選
挙
区　
　
　
　

八
、
八
六
三

　

牛
深
市
選
挙
区　
　
　
　

五
、
一
三
七

　

菊
池
市
選
挙
区　
　
　
　

七
、
二
四
一

　

宇
土
市
選
挙
区　
　
　
　

九
、
九
七
二

　

宇
土
郡
選
挙
区　
　
　
　

五
、
五
八
三

　

下
益
城
郡
選
挙
区　
　

二
二
、
五
六
九

　

玉
名
郡
選
挙
区　
　
　

二
〇
、
六
〇
八

　

鹿
本
郡
選
挙
区　
　
　

一
五
、
六
五
四

　

菊
池
郡
選
挙
区　
　
　

三
三
、
八
八
八

　

阿
蘇
郡
選
挙
区　
　
　

二
〇
、
九
七
五

　

上
益
城
郡
選
挙
区　
　

二
三
、
五
四
九

　

八
代
郡
選
挙
区　
　
　

一
三
、
三
九
五

　

芦
北
郡
選
挙
区　
　
　
　

七
、
七
六
三

　

球
磨
郡
選
挙
区　
　
　

一
七
、
七
二
一

　

天
草
郡
上
島
選
挙
区　

一
四
、
七
五
四

　

天
草
郡
下
島
選
挙
区　
　

九
、
七
三
六

熊
本
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
八
十
八
号

　

熊
本
県
阿
蘇
郡
蘇
陽
町
大
字
長
崎
六
十
番
地
三
の
佐
藤
鶴
一
か
ら
提
起
さ
れ
た
平
成
十
三
年
九
月
二
十

三
日
執
行
の
蘇
陽
町
議
会
議
員
一
般
選
挙
の
当
選
の
効
力
に
関
す
る
審
査
申
立
て
に
つ
い
て
、
当
委
員
会

は
次
の
と
お
り
裁
決
し
た
。

　
　

平
成
十
四
年
一
月
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
選
挙
管
理
委
員
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

委
員
長　

宮　

本　

卓　

治
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熊
本
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
八
十
九
号

　

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
九
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
選
挙
権
を

有
す
る
も
の
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　

平
成
十
四
年
一
月
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
選
挙
管
理
委
員
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

委
員
長　

宮　

本　

卓　

治

　

熊
本
県
有
明
海
区　
　

三
、
六
七
九

　

天
草
不
知
火
海
区　
　

三
、
一
三
六

水
俣
芦
北
地
区
や
さ
し
い
ま
ち
づ
く
り
推
進
協
議
会
公
告
第
一
号

　

水
俣
芦
北
地
区
や
さ
し
い
ま
ち
づ
く
り
推
進
協
議
会
の
会
議
を
、
次
の
と
お
り
開
催
し
ま
す
。

　

な
お
、
当
会
議
の
傍
聴
手
続
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

　
　

平
成
十
四
年
一
月
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

水
俣
芦
北
地
区
や
さ
し
い
ま
ち
づ
く
り
推
進
協
議
会

一　

開
催
日
時

　
　

平
成
十
四
年
一
月
十
五
日
（
火
）

　
　

午
後
一
時
三
十
分
か
ら
午
後
三
時
ま
で

二　

開
催
場
所

　
　

熊
本
県
葦
北
郡
芦
北
町
芦
北
二
六
七
〇

　
　

熊
本
県
芦
北
地
域
振
興
局
三
階
大
会
議
室

三　

議
題

　

１　

熊
本
県
や
さ
し
い
ま
ち
づ
く
り
推
進
計
画
の
評
価
に
つ
い
て

　

２　

熊
本
県
高
齢
者
や
障
害
者
に
や
さ
し
い
ま
ち
づ
く
り
推
進
計
画
（
仮
称
）
素
案
に
つ
い
て

四　

傍
聴
者
の
定
員

　
　

十
人

五　

傍
聴
手
続

　

１　

傍
聴
希
望
者
は
、
会
議
の
開
催
予
定
時
刻
ま
で
に
、
当
会
議
の
会
場
に
お
い
て
、
水
俣
芦
北
地
区

　
　

や
さ
し
い
ま
ち
づ
く
り
推
進
協
議
会
事
務
局
の
許
可
を
得
た
上
で
、会
場
に
入
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

２　

傍
聴
の
手
続
き
は
、
先
着
順
に
行
い
、
定
員
に
な
り
次
第
終
了
し
ま
す
。

六　

問
い
合
わ
せ
先

　
　

熊
本
県
水
俣
市
八
幡
町
二
丁
目
二
番
十
三
号

　
　

水
俣
芦
北
地
区
や
さ
し
い
ま
ち
づ
く
り
推
進
協
議
会
事
務
局

　
　

（
熊
本
県
芦
北
地
域
振
興
局
保
健
福
祉
環
境
部
総
務
企
画
課
内
）

　
　

（
電
話
〇
九
六
六｜

六
三｜

四
一
〇
四
）

　

平
成
十
三
年
十
二
月
二
十
日
熊
本
県
条
例
第
五
十
四
号
（
政
治
倫
理
の
確
立
の
た
め
の
熊
本
県
知
事
の

資
産
等
の
公
開
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
）
中
に
誤
り
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
訂

正
す
る
。

　

平
成
十
三
年
十
二
月
二
十
日
熊
本
県
規
則
第
四
十
九
号
（
政
治
倫
理
の
確
立
の
た
め
の
熊
本
県
知
事
の

資
産
等
の
公
開
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
）
中
に
誤
り
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の

と
お
り
訂
正
す
る
。
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正　
　
　
　

誤

ペ
ー
ジ五

段下

正

　

政
治
倫
理
の
確
立
の
た
め
の
熊
本
県

知
事
の
資
産
等
の
公
開
に
関
す
る
条
例

（
平
成
七
年
熊
本
県
条
例
第
六
十
六

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。

　

第
二
条
第
一
項
第
六
号
中
「
、
株
数

及
び
額
面
金
額
の
総
額
」
を
「
及
び
株

数
」
に
改
め
る
。

誤

　

第
二
条
第
一
項
第
六
号
中
「
、
株
数

及
び
額
面
金
額
の
総
額
」
を
「
及
び
株

数
」
に
改
め
る
。

ペ
ー
ジ

十
九

段下

正

　

政
治
倫
理
の
確
立
の
た
め
の
熊
本
県

知
事
の
資
産
等
の
公
開
に
関
す
る
条
例

施
行
規
則
（
平
成
七
年
熊
本
県
規
則
第

五
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

　

別
表
第
一
号
様
式
及
び
別
表
第
二
号

様
式
中

誤

　

別
表
第
一
号
様
式
及
び
別
表
第
二
号

様
式
中
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発　
行　
所　

熊　
　
　

本　
　
　

県　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
市
国
府
四
丁
目
一
〇｜

一
八

平
成
十
四
年一　
一　
月　

九　

日
印
刷　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

印
刷
所　

株
式
会
社　
　
　

秀　
　
　

巧　
　
　

社

平
成
十
四
年　
一　
月　

九　

日
発
行　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

電
話
㈹
〇
九
六｜

二
八
六｜

二
二
二
一
番

古紙配合率１００％


